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《凡 例》 

法令等の略称表示は、次による。 

 

「通法」  国税通則法 

「徴法」  国税徴収法 

「所法」  所得税法 

「法法」  法人税法 

「相法」  相続税法 

「消法」  消費税法 

「印紙法」 印紙税法 

「地方法」 地方税法 

「措法」  租税特別措置法 

「免法」  災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律 

「震災特例法」  東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 

「租特透明化法」 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律 

「相令」  相続税法施行令 

「地方令」 地方税法施行令 

「所基通」 所得税基本通達 

「法基通」 法人税基本通達 

「相基通」 相続税法基本通達 

「電帳法」 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関す

る法律 

「番号法」 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 

「国送金法」 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に

関する法律 

 



 

1 

 

I はじめに 

税理士は税理士法第 1条において、税務に関する専門家として、申告納税制度の理念にそ

って、納税義務者の信頼に応えることを使命としている。 

納税者の信頼に応えるためには税理士が、手続面や計算面において、その手腕を振るうこ

とは重要ではあるが、それでは個別の納税者の信頼には応えることができても、納税者全体

の信頼に応えたことにはならない。納税者全体の信頼に応えるには、税理士は積極的に租税

法令の構築に携わることが求められる。租税法及び租税法理論に精通した税理士の集団で

ある税理士会に対して、いわゆる建議権（税理士法第 49 条の 11）が付与されているのは、

税理士法第 1条の使命条項を確認しているからこそである。 

この建議権は税理士個人に与えられているものではなく、税理士会に付与されている。そ

こで当該権利を有効に活用するため、日本税理士会連合会（以下、「日税連」とする）とし

ては広く会員から意見の聴取を行ったうえで建議書の作成に当たるべきである。 

当連盟は、国民主権・基本的人権・恒久平和を基盤とした憲法に定められた租税法律主義

の理念に則り、納税者の権利擁護を目指して活動しており、国民のための租税制度の改善を

その目的としている。また、青年税理士の団体として、我が国の将来を見据えた上で、「あ

るべき租税制度」の確立を目指している。日税連として関係省庁へ建議する際には本書記載

の要望事項及びその趣旨を活かされたい。 

  



 

2 

 

II 税制に対する基本的な視点 

税を考える上で最も重要な原則は、憲法第 30 条及び第 84 条における租税法律主義であ

るが、これは主権者である国民の代表で構成される議会により決議された法律なくしては

課税ができないという原則である。自ら選択した法律により自らの税額を決定するという

申告納税制度のもと、納税者である国民が本当の意味で租税制度の担い手になる仕組みを

構築しなければならない。 

租税に関する専門家として国民から負託を受け、その制度上に建議権を有する税理士と

しての立場から、当連盟は本要望書の作成にあたり、「公平・中立・簡素」からの検討を基

本としつつ、特に次の三つの基本的な視点を重視し、ここにその結果を表明することとした。 

 

（１）主権者である国民が納得できる租税制度の実現～納税者の権利擁護～ 

主権者である国民が納得できる租税制度を確立するためには、納税者の権利利益を保障

した立法を行うことが重要である。「代表なくして課税なし」は民主主義の根幹をなすもの

であり、議会は常に国民の立場に立って議論を行うことが求められている。広く国民の声を

税制に活かすためには、立法過程における議論が適切に開示され、国民がその議論を確認し

判断できる仕組みがなければならない。たとえば、税制改正案についての解説を、公文書と

して国会審議前に公表すること、公聴会などを通じて意見を述べる機会を保障することな

ど、立法過程の透明化・可視化を法により強制し、国民が税制改正に関しての意見を述べる

機会を保障する仕組みを構築すべきである。 

さらに、国民の理解と納得を得るためには、執行面においても、納税者の権利利益が保障

されていなければならない。納税者の権利を力強く、格調高く宣言する納税者権利憲章（納

税者権利基本法）を国税通則法から独立した法律として制定するとともに、国税通則法第 1

条（目的）に、「税務行政における公正の確保と透明性の向上」及び「納税者の権利利益の

保護」の文言を盛り込むべきである。 

 

（２）公平な税制の実現～応能負担原則～ 

憲法第 13条（個人の尊重）、第 14条（法の下の平等）、第 25 条（生存権）、第 29条（財

産権）の趣旨を税法において具体化したものが応能負担原則であり、公平な課税を実現する

ために税法全般において貫徹されるべき重要な原則である。 

各人の担税力に応じた負担を求める租税制度の構築により、税の公平性が担保され、また、

累進性の強化により租税の基本的な機能である富の再分配機能が高められ、昨今、問題とな

っている経済格差の是正にも繋がることになる。 

しかし、現実には、政策目的により導入された租税特別措置法が、合理的理由がないまま

存置され、国際競争力や経済政策を理由にした法人税率の引下げ、それに伴う財源確保を理

由とした所得税の増税といった公平性の観点からは問題の多い税制改正が散見される。ま

た、逆進性が問題となる消費税率の引上げや、高額な食品等の消費支出の多い高所得者が優

遇され低所得者対策とは言い難い複数税率の導入など、不公平を助長するような税制改正
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が進められている。公平性を蔑ろにする税制を改め、公平性が保たれる税制に改めるべきで

ある。 

なお、災害は、個人の生存権、財産権を脅かし、各人の担税力を大きく棄損する事象であ

り、応能負担原則が徹底されるべき局面である。関連法制に基づく諸施策について、事務負

担の軽減にも配慮した適正な措置が望まれる。 

 

（３）簡素な税制の実現～明確で分かりやすく事務負担の少ない税制～ 

近年の税制改正は、所得税・住民税における配偶者控除や基礎控除への所得制限の導入、

消費税における複数税率、インボイス制度など、税制が複雑化している傾向にある。 

申告納税制度の下では、納税者自ら申告、納税を行うため、税制が複雑化すると納税者の

事務負担・費用が増加する。このことは、個人や企業の生産性向上の取り組みを阻害し、政

府の方針にも反するものである。また、税制が複雑あるいは不明確であることは、納税者の

経済活動にとって法的安定性と予測可能性を害することになる。 

さらに、国民にとって複雑で難解な税制は、国民が税制に対して考え議論し判断をしてい

くことを困難にする。国民が税制ひいては国のあり方について誤った判断をすることがあ

ってはならないのであり、民主主義の国家において簡素で分かりやすい税制は不可欠であ

る。 

以上の理由から、経済及び民主的な税制の健全な発展のため、税制は簡素かつ明確で分か

りやすく事務負担が少ないものであるべきという点を十分考慮した税制に改めるべきであ

る。 

 

（４）未来を見据えたあるべき税制～青年税理士として～ 

少子高齢化、人口減少、社会保障費の増大、国家財政の悪化、さらには新型コロナウイル

ス感染症に伴う経済の悪化など、我が国は過去に経験したことのない様々な社会環境の変

化に直面している。当連盟は青年税理士の団体として、我が国の将来を考えるにあたり、こ

れら社会環境の大幅な変化を重要な問題として捉えている。税は国家なりという言葉もあ

るが、これらの問題を乗り越えるためには、財源の拠り所として徴収しやすい税目を安易に

求めるという近視眼的な視点ではなく、遠い未来の社会を見据えた租税制度の構築が求め

られている。 

担税力の尺度として、一般に所得課税・資産課税・消費課税の３つが挙げられるが、消費

に広く薄く負担を求める一般消費税を維持するにしても、担税力に乏しく逆進性に問題を

残す消費課税を基幹税とすべきではない。税制全体を考える上では、応能負担原則を基本と

した担税力に優れた所得課税を中心とし、資産課税と消費課税を適切に組み合わせること

が重要である。 

税の公平性、富の再分配の観点から、所得課税・資産課税の一層の累進強化を目指すべき

である。 
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III 重要税制改正要望項目 

【消費税】 

1. 適格請求書等保存方式（いわゆるインボイス制度）を即刻廃止すること（継続・一部

修正）（消法 30、57 の 2、57 の 4） 

令和５年 10 月より適格請求書等保存方式が施行される予定であり、一部の経過措置はあ

るものの、この適格請求書等を保存しなければ、事業者は仕入税額控除の適用を受けること

ができなくなった。 

適格請求書等を発行できるのは登録をした課税事業者のみであり、免税事業者は、適格請

求書発行事業者とならない限り、適格請求書等を発行することができない。新しい制度が導

入されることによって、免税事業者が取引先から排除又は仕入税額控除ができない金額に

相当する額の値引きを求められる事態が生ずることは容易に想定され、現状の取引関係を

前提とすると、公平性を欠くこととなる。このような一部の事業者に対し不利益となるよう

な税制はあってはならない。 

なお、インボイス制度は、益税解消による公平性の確保のためと説明されるが、益税と言

われている部分は、多くの中小零細の免税事業者にとっては、価格の一部を構成するもので

あり、実質的な益税にはなっていないのが実態である。 

適格請求書等保存方式においても、事業者の負担が軽減されることはなく、区分経理に加

え、適格請求書等の記載要件の確認、不備不足等があった場合の訂正依頼等もしなければな

らず、事業者の事務負担はこれまで以上に煩雑となる。 

現在デジタルインボイスについても導入が検討されているが、中小零細企業や個人事業

者については、費用面や技術面等でデジタルインボイスへの対応を行うことが難しいとこ

ろもある。デジタルインボイス推進協議会から、「中小・小規模事業者が利用しやすくなる

ようインセンティブ等を設けること」との提言がなされているが、インセンティブを与えれ

ばよいというものではなく、そもそも経済取引について税制は中立な立場でなければなら

ないため、デジタルインボイスの導入によって、対応できない事業者が経済取引から排除さ

れるなどといったことはあってはならない。 

従って、適格請求書等保存方式を即刻廃止すべきである。 

 

2. 小規模事業者に係る納税義務の免除(事業者免税点制度)の廃止と共に小規模事業者の

選択による申告不要制度を創設すること（継続・一部修正）（消法 2、9） 

現在の消費税制度は、過度な節税スキームとそれらを封じ込めるため、数次の税制改正等

により、複雑化の一途を辿っている。その他様々な点において、租税原則である「公平・中

立・簡素」からの乖離が拡大している現在の消費税制度は、その存続を前提とし、重要性が

拡大しているなかで、早急に抜本的な見直しが必要である。 

そこで、「小規模事業者に係る納税義務の免除」規定を廃止し、全ての事業者を課税事業
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者とすることで、制度を簡素化することを要望する。同時に、消費税に関する事務負担に耐

えられないような一定の小規模零細事業者への配慮として、課税売上高が一定額以下の場

合には、申告しないことを選択できる申告不要制度を創設する。 

なお、課税売上高が一定額以下か否かの判定は、当該課税期間の課税売上高により行う。

これは、現在の「小規模事業者に係る納税義務の免除」規定は、基準期間の課税売上高によ

って当該課税期間の納税義務の有無を判定し、当該課税期間における消費税額を値付けの

際に考慮する等の配慮から設けられた制度であるが、当該課税期間の企業規模を反映せず

不合理という側面がある。当該課税期間で判定することによって、制度を簡素化しつつ、こ

の不合理な側面を解消することができる。 

 

3. 消費税の複数税率制度を廃止すること（継続）（消法 29、平成 28改正法附則 34、地

方法 72 の 82、地方法 72の 83） 

令和元年 10 月 1 日の消費税率 10％への引上げと同時に、外食・酒類を除く食料品と、一

定の要件を満たした新聞について、複数税率制度が導入された。 

複数税率制度は、一枚の領収書等を税率の異なるごとに分ける区分経理が必要となり、事

業者に対し過重な事務負担を強いている。 

また、複数税率は低所得者より高所得者に対する恩恵が大きく、逆進性対策としての機能

を果たしているとは言えない。 

税制は、「公平・中立・簡素」であるべきであり、公平でも中立でも簡素でもない消費税

の複数税率制度は廃止し、単一税率とすべきである。 

 

【国税通則法・納税環境整備】 

4. 納税者権利憲章を制定し、かつ、国税通則法の目的規定を見直すこと（継続） 

（通法 1） 

国民主権にふさわしい税制を構築していくためには、税制及び税務行政における納税者

の権利を明確に法定化する必要がある。ＯＥＣＤ加盟国をはじめ多くの国々では、納税者の

権利を積極的に認め、法令上これを明記するとともに、納税者権利憲章等として文書化する

ことで、納税者の協力を得て円滑な税務行政を実現するといった新しい税務行政の在り方

にシフトしてきている。 

そこで、納税者の権利を力強く、格調高く宣言する納税者権利憲章（納税者権利基本法）

を国税通則法から独立した法律として制定するとともに、国税通則法第 1条（目的）に、「税

務行政における公正の確保と透明性の向上」及び「納税者の権利利益の保護に資する」の文

言を盛り込むべきである。 
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【所得税】 

5. 基礎的人的控除額を逓減・消失させないこと（継続） 

（所法 83～86） 

憲法第 25条は「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と

定め最低生活費を課税の対象から除外することを要請している。これは、国民が健康で文化

的な最低限度の生活を営むことに対して国家が介入してはならないとする生存権の法的権

利性を保障するものと解すべきである。 

ところで、令和２年分の所得税より、「基礎控除を合計所得金額が 2,400 万円を超える個

人についてはその合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額が 2,500 万円を超

える個人については基礎控除の適用はできないこととする」とした。また、平成 30年分の

所得税より、配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額が拡充されたが、配偶者控

除及び配偶者特別控除の適用対象となる納税者本人の合計所得金額に制限が設けられた。 

しかし、基礎的人的控除（基礎控除、配偶者控除、扶養控除）は最低限度の生活に必要な

部分には課税を及ぼさないとする、生存権を保障するものであるから、所得の多寡にかかわ

らずすべての納税者が等しく控除を受けられる制度とすべきである。 

所得が高いというただ一点のみをもって基礎的人的控除の逓減・消失が生じることは、国

民の生存権を侵害することであり憲法に反する疑いがある。 

従って、基礎的人的控除の控除額は、逓減もしくは消失させてはならない。 

 

6. 年少扶養控除制度の復活及び基礎的人的控除額を引上げること（継続） 

（所法 83～86） 

所得控除のうち、基礎的人的控除（基礎控除、配偶者控除、扶養控除）は、憲法に定める

生存権に基づき、最低生活費には課税しないという考え方に基づくものである。 

しかし、令和２年分の所得税より基礎控除額だけが 48万円に引上げられたが、最低生活

費を充足する水準とは言えない。年少扶養親族に対する扶養控除が廃止された現在、給与所

得における給与所得控除や、雑所得における公的年金等控除が実質的に基礎的人的控除の

不足を補っているといえるが、これらの所得のない国民に対しては公平性の観点からも問

題がある。 

従って、年少扶養親族に対する扶養控除を復活させたうえで、基礎的人的控除の控除額を

引上げるべきである。 

 

【災害対応税制】 

7. 大規模災害時における災害税制を整備すること（継続・一部修正） 

（通法 23、46、所法 71、72、87、140、141、142、法法 57、58、80、措法 66 の 12、69 の

6、免法 4、6） 

近年、我が国においては、地震、豪雨、台風などによる大規模自然災害が、毎年のように
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発生している状況にある。災害による損失を十分に考慮した課税を行うのはもとより、災害

からの復旧、災害の予防についても、税制面からの支援が必要である。しかし、大規模災害

が発生する都度、事後的に災害特例法や災害通達を制定して対処する現状の方法では迅速

な対応を行うことは非常に難しいうえ、各災害に対して統一的な扱いを欠くことにもつな

がる。このような特例法による対応が必要最小限となるよう、少なくとも特定非常災害（新

型インフルエンザ等対策特別措置法（平成 24 年法律第 31 号）第 57条において読み替えて

準用する特定非常災害を含む）に関する税制上の扱いを整備し、基本法として立法化し統一

的な扱いができるようにすべきである。 

また、下記の項目について制度の見直しをすることを要望する。 

（１）【納税環境整備関係】 

・特定非常災害に係る納税緩和制度の申請手続を簡素化し、併せて担保要件を不要とするこ

と。 

（２）【所得税関係】 

・特定非常災害に関する損失について、雑損控除に代わる災害損失の控除制度を創設し、災

害による損失額の算定の簡素化、所得控除の順序の見直し、純損失の繰越控除及び雑損失

の繰越控除期間の更なる長期化を認めること。 

・特定非常災害に起因する損失に限り、雑損失の繰戻し還付を認めること。 

（３）【法人税関係】 

・特定非常災害に起因する損失については、被災前の状況に戻るために何年もかかる場合も

ある。現行 10 年の欠損金の繰越期間でもその損失を取り戻す期間としては不十分である

ため、繰越期間を無期限とすること。また、損金算入制限の対象外とすること。 

・特定非常災害に起因する損失については、新型コロナウイルス感染症のように災害が複数

年に渡って継続する場合や、連続した事業年度に複数の災害による被害が起こる可能性

もあるため、現行の災害欠損事業年度開始の日前１年（青色申告書を提出する法人である

場合には、前２年）では対応することができない。従って、青色申告法人、白色申告法人

のいずれについても繰戻還付の対象期間を無期限とすること。 

・災害損失となる対象資産に、災害によって倒産等した債務者に対する貸付金を加えるこ

と。 

（４）【相続税関係】 

・特定非常災害により価値が下落した財産（相続時精算課税における一定の土地及び建物以

外の受贈財産）について評価の特例を定めること。 

（５）【地方税関係】 

・個人、法人共に、事業税、住民税についての繰戻し還付制度を創設すること。 

（６）【税制による特典】 

・災害予防を促進するために、特定事業継続力強化設備等の特別償却制度があるが、適用対

象者が中小企業者等のみで、適用手続きが煩雑であり、そのうえ特別償却しか認められて

いない。そして、災害予防を効果的に行う為には、大法人も含めて行う必要がある。 
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 以上から、災害予防を促進する為には適用対象者に大法人を含め、適用手続きの緩和と

税額控除を適用すること。 

 

【共通事項・その他】 

8. 電子取引の取引情報について、現行通りの出力した書面による保存を認めること（継

続・一部修正）（電帳法７） 

令和５年度税制改正により電帳法について新しい緩和措置が講じられ、一定の者につい

ては、検索要件が不要とされた。また相当の理由があると認められ、かつ保存義務者が、ダ

ウンロードの求め及び出力書面の提示またはその求めに応じることができる場合は、その

保存要件に関わらずその電磁的記録の保存ができることとされた。その結果、条件付きで紙

の保存が認められることとなったが、条件を満たす事ができない事業者にとっては依然多

大な事務負担を負うことに変わりなく、デジタル化に対応できない納税者が取り残される

ことが危惧される。 

電磁的記録による保存を行うか、出力した書面による保存を行うかは事業者の選択に委

ねられるべきである。 

そもそも電帳法第１条において、この法律は納税者等の負担軽減を目的とした法律であ

ることが謳われているのであり、事業者に無用な負担を強いることがあってはならない。 

従って、電子取引の取引情報については、付帯条件なしに、現行通りの出力した書面によ

る保存を認めるべきである。 

 

9. 租税特別措置法を適切に改廃すること（継続） 

（措法 26、67、措法 70の 2の 2、措法 70の 2の 3） 

現在、「経済政策」の名のもとに、数多くの政策税制措置である租税特別措置法の制定が

図られており、これは特定の政策目的を達成するためのものである。だが、適用対象者や業

種・規模が限定され、また、既得権益化されることにより、税負担の公平性を損ない、簡素

であるべき税制をいたずらに複雑化させる要因となっている。 

そこで、既存の特別措置の項目について、ゼロベースから見直し、政策目的の薄れたもの、

特定の法人や個人だけに適用され不公平なものについては、直ちに改廃し、国民に対しわか

りやすい簡素な制度とすべきである。 

また租税特別措置法は政策的観点から臨時性の強いものを、期限を設け、その期限までに

達成することを目的として制定されているにもかかわらず、制定後、相当期間延長を繰り返

している制度がある。措置法に規定されている制度のうち、利用頻度が高いなど、納税者に

とって本当に必要な制度は恒久的措置とすべきであり、本法へ組み込むべきである。 
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IV 今後の税制改正についての基本的な考え方 

 

憲法は、国の統治機構と基本的人権の保障を定めるが、あくまで憲法の規定の中心は人権

規範にあると考えられる。人権には自由権と社会権とがある。自由権は、国家の個人領域に

対する介入を排除して、個人の自由な意思決定と活動を保障する人権であり、「公権力から

の自由」といわれている。社会権は、資本主義の高度化に伴って生じた失業、貧困などの弊

害から社会的・経済的弱者を守るために保障された人権であり、「公権力による自由」とい

われている。 

租税とは、国又は地方公共団体が、その課税権に基づいて、その使用する経費に充当する

ために、強制的に徴収する金銭給付のことをいう。国は、租税の他にも様々な収入源を持っ

ているが、財貨の生産と交換は原則として民間部門が担うため、国がその経費に充てる資金

は大部分を租税に依存せざるを得ない。この点から、近代国家は租税国家と呼ばれる。 

租税国家では、国民の平和・福祉・生活・人権なども租税の負担のあり方および使途のあ

り方によって基本的に決まるといえる。その意味において、憲法は租税の割り当て方と使い

方に関する規範原則を規定した法典といえる。 

税の問題は、財政の視点から議論されることが多いが、すべての法律は憲法の下にあり、

また、本来憲法の視点から議論されなければならない。 

憲法第 13 条は、租税のあり方についても個人を尊重することを要請する。憲法第 14 条

の「法の下の平等」は租税面では能力に応じた平等を、憲法第 25 条では、租税面でも「健

康で文化的な最低限度の生活」の保障を要請している。憲法第 29 条は、生存的財産権を基

本的人権として保障するものであり、これは租税面にも妥当する。 

これらを踏まえ、日本国憲法において租税立法上の法原則として導き出されるのは、能力

に応じた課税、つまり応能負担原則である。 

税制は公平なものでなければならない。一部の国民・事業者だけが恩恵を受けられるよう

な制度は公平な税制とは言えない。 

また、税制は中立な立場でなければならない。中立には税制が経済取引の自由を阻害して

はならないという意味がある。インボイス制度のような一部の事業者が経済取引から排除

される懸念がある税制は中立な制度とは言えない。 

そして、税制は簡素である必要がある。簡素には、国民にとって分かり易い制度であると

いう意味が含まれているが、近年の税制改正は、公平性を重視しすぎ、簡素の側面が等閑に

されている改正がある。 

当連盟では、「公平・中立・簡素」の基本的考えの下、応能負担原則を基礎とする税制の

あり方について検討を行い、あるべき租税制度の確立に向けて要望をする。 

 

【所得税】 

応能負担原則は、それぞれの負担能力にふさわしいかたちでの課税を要求する。また、こ

の場合の負担能力は、金額の多寡という量的担税力だけでなく、質的担税力をも考慮しなけ
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れば、憲法の意図する応能負担原則の要請に適合しない。たとえば勤労所得（給与所得、退

職所得等）と資産性所得（利子所得、配当所得、不動産所得等）、回帰性所得（給与所得、

事業所得等）と非回帰性所得（退職所得、一時所得等）とでは、それぞれ所得の質的担税力

が異なることに充分に配慮すべきである。 

 基礎控除額等の基礎的人的控除は、憲法第 25条の生存権である「健康で文化的な最低限

度の生活を営む権利」を趣旨とし、最低生活費には課税しないという意味をもつ。この法的

意味は、社会権として国は限られた予算の範囲内で最大限努力して生存権を保障すればよ

いというものではなく、自由権としてその部分に課税をしないという要請である。そして、

その水準は、自由主義国家にふさわしい「健康で文化的な」ものでなければならないのであ

って、実際の文化的な生活費のみだけではなく納税者本人及び扶養家族の将来の生活保障

のための一定の貯蓄支出分も合わせて考慮されるべきである。 

こうした点を踏まえて、家族のあり方や就業形態の多様化など現代社会の社会構造の変

化に柔軟に対応した税制を構築し、所得区分や所得控除の見直しなど担税力に応じた公平

な課税の実現を目指すべきである。 

  

【法人税】 

日本の法人税（法人所得税）は、実定法制度としては所得税（個人所得税）とは別個の租

税として位置づけられている。そして日本の法人税制は、法人を個人とは別個の社会的存在

としてとらえている。現代社会では、法人は個人とは別個の法的主体であり、社会的、政治

的、経済的にも別個の構成単位である。 

憲法の定めるところにより、税制は応能負担原則に従って構築されなければならない。こ

れまで諸外国の法人税の税率に合わせる形で引下げられてきたが、一方では、赤字の法人へ

の外形標準課税等課税ベースの拡大によりその財源を補ってきた。このことは、垂直的公平

性を弱める結果となり、所得の再分配機能を低下させた。税制が企業の経営活力の支障にな

らない配慮が必要であり基本的な考え方である公平性、中立性を損なわない法人税制を構

築すべきである。 

 

【消費税】 

消費税の税率を引上げることで我が国の不足する財源を確保すべきだという論調がある。

しかし、消費税率を引上げると、低所得者は高所得者よりも収入に対する消費支出割合が高

いため、税負担割合が大きくなってしまう。この逆進性の問題から、消費税は所得が少ない

人ほど高い割合の税負担になる税制であり、応能負担原則から考えると消費税率の引上げ

を行うべきではない。そもそも、消費税は消費に担税力を見出し、広く薄く課税を行うため

に導入されたものである。これは、消費が所得とは異なり、景気状況からの影響を受けにく

く、安定した財源となることを意図したものと考えられるが、上記のような逆進性の問題は

応能負担原則の観点から看過しがたい。応能負担原則を最もよく実現するのは、周知のとお

り所得税である。それゆえ、所得課税の税目を基幹税と位置づけるべきであり、消費税は所
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得課税を補完するものととらえるべきである。 

消費税は、理論的には、すべての事業者が課税事業者であり、段階的な税の転嫁が完全に

おこなわれ、最終的に消費者がすべて負担することで正しく機能する税である。現実には免

税事業者、非課税取引、簡易課税制度が存在する。また非課税取引があることで段階的な税

の転嫁も完全には行うことができず、そのことによる負担はすべて納税義務者である事業

者が負うことになる。また、令和５年 10 月に導入される適格請求書保存方式により、段階

的な価格転嫁を行うことがさらに難しくなり、中小零細事業者の経済的負担、事務的負担が

増大することは明白である。このような消費税の持つ本質的な欠陥から生じる重要な問題

が解決されなければならない。 

 

【相続税】 

相続税は、富の再分配を目的として相続による財産取得に対して課されるものである。こ

れは、すべての財産をその価格に着目して、相続財産の価格を合算して課税している。しか

し、財産には生存権的財産（一定の住宅地、住宅、現に農業の用に要している農地・農業用

資産、一定の中小零細企業の事業所用地・事務所、一定の中小会社のオーナーの自社持株等）、

資本的財産（大企業の事業用地等）および投機的財産（投機目的で所有する有価証券、商品

としての土地、企業の買占めた土地、高級別荘地等）等の各財産が存在する。これらの財産

の性質を考慮することなく課税することは、質的な担税力という観点から見た場合には大

きな問題である。そこで、財産の性質に応じた評価をするなど、それぞれの財産の担税力に

応じて異なった負担が求められなければならない。 

また資産の移転に対して何らの税負担を求めない非課税措置については、格差の固定化

を助長しているため、制度の見直しを行い、中立的な税制を構築する必要がある。 

 

【租税特別措置】 

税は、公平・中立・簡素なものでなければならないという大原則の中で租税特別措置は、

その例外である。社会保障あるいは景気調整といった特定の政策目的を実現するための特

別な手段として用いられる。 

特定の政策目的実現のために税収を減らすのであるから、国民的合意があるか、手段とし

て税制を用いることが適当かどうかなどについて十分吟味していく必要があり、その効果

と必要性を検証し、真に必要なものに限定すべきである。特に特定の産業が集中的に支援を

受ける優遇措置は、可能な限り廃止・縮減し、既存産業への政策支援の偏りを是正すること

で、新産業が興りやすい環境を整備していく必要がある。 

また、政策目的実現の手段としては、他に補助金等の直接支出がある。補助金と比較する

と、補助金では納税者ごとに申請、審査、承認などの手続きがいるものの、租税特別措置で

は、税務申告という既存の枠組みを利用することができ、条件さえ満たせばだれでも適用を

受けることができる。すなわち、租税特別措置という政策手段は、政府・税務当局、納税者

双方にとって、手続き上のコストが少なく、使い勝手がよい。反面、一旦法律化されると監
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視が甘くなり、既得権益化しやすくなるという弊害がある。 

現在の租税特別措置の多くは、特定の企業に集中しており、外資系企業や政治的利権とは

無縁の中小企業には適用されないという問題がある。法人税の高さが国際競争力を弱める

とされ、法人税の実効税率を引下げたが、特定企業を優遇する不公平な税制が残っていると、

相対的にこれらの特定企業以外の企業が不利になる点は変わらない。 

租税特別措置法は税制の形をとった隠れた補助金となり、利権の巣窟となる。このままの

状態で引下げられた実効税率では経済は活性化せず、税収だけが減少するという事態にな

りかねない。 

無用な政策税制は、税の本来の役割を阻害する。従って、既存の特別措置の項目について、

ゼロベースから見直し、政策目的の薄れたもの、実情に合致しなくなったもの、不公平現象

が顕著なもの、一部の法人だけに適用されるものについては、直ちに縮小又は廃止すべきで

ある。  
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V 税制改正要望項目 

【所得税】 

10. 金融所得を新設し、分離課税での累進税率の適用とすること（継続・一部修正） 

（所法 33、69、120、措法 8の 2、8の 3、8の 4、8の 5、9の 3、37 の 10、37 の 11、37 の

11 の 3、37 の 11 の 4、37 の 12 の 2、41 の 14） 

金融所得は複数の課税標準（配当所得、上場株式等に係る配当所得、株式等に係る譲渡所

得等、先物取引に係る雑所得等）に分かれており、総合課税を選択することができる上場株

式等に係る配当所得を除き、分離課税のみとなっている。しかし、所得税率が低い単一税率

（15％）のため、所得に占める金融所得の割合が比較的高い富裕層にとって有利とされ、い

わゆる「1億円の壁」と言われる、所得が 1億円を超えると実質的な税率が下がる結果とな

り、応能負担原則に反し公平性の観点から問題がある。これに対して令和５年度税制改正大

綱では、令和７年分以降の所得税について極めて高い水準にある高所得者層に対する負担

の適正化のための措置が設けられるが、効果は極めて限定的であり、公平性の観点からは措

置として不十分と言わざるを得ない。 

従って、配当所得、上場株式等に係る配当所得、株式等に係る譲渡所得等、先物取引に係

る雑所得等の金融所得については、これらを統一した分離課税を新設したうえで、累進税率

を適用すべきである。 

なお、源泉徴収する税率についても見直すとともに、申告不要制度は金融所得の金額が一

定の額までの者に限って適用できるものとし、所得が一定の額を超える者については申告

義務を課すべきである。 

 

11. 現行の所得区分を見直すこと（継続・一部修正） 

（所法 23～45） 

現行の所得区分は昭和 25年に制定されたものであり、時代背景の変化に対応できていな

いため制度疲労を起こしている。 

たとえば、①所得区分の区切りが曖昧なため、給与所得と事業所得、事業所得と雑所得に

ついては、課税庁と納税者との争いも多いところであり、両者の区分について、通達での対

応ではなく、早急に、明確な定義を所得税法上定める必要があること。②実質的な担税力に

差異が認めにくい所得区分については、その必要性が乏しいため整理統合すべきである。例

えば他の所得区分に該当しないものとして一時所得と雑所得は「その他の所得」に、独立性

と営利性を有するものとして不動産所得と事業所得ないし事業に類似した行為から生ずる

雑所得は「事業等所得」などとして課税の適正化を図ること。③公的年金等については、計

算方法が違うものをわざわざ雑所得に含める必要もないため、雑所得から公的年金等の所

得を分離し、「年金所得」という新たな所得区分を定める必要があること。④市場の成熟な

ど時代の流れから、勤労に対する所得に比べ特に富裕層に対してその恩恵が偏っていると

みられる利子・配当・譲渡といった不労性所得の課税について、金融所得を新設し分離課税
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での累進税率の適用とすることなどが挙げられる。 

従って、現行の所得区分については、抜本的に見直すべきである。 

 

12. 年末調整制度を廃止すること（継続） 

（所法 190） 

給与所得者は主権者たる納税者であるにも関わらず、現行の源泉徴収制度と年末調整制

度によって課税関係が完結することから、納税者として不服申立ての機会がなく、本来認め

られている権利が阻害されている要因となっている。多くの給与所得者の納税者意識が希

薄なのは、給与支払者による年末調整制度により、自己が負担する税額を意識することな

く、納税事務が完結してしまうことが一因である。 

また、現行制度においては、給与所得者は自身の婚姻歴や家族構成、家族の収入、健康状

態に至るまで勤務先である源泉徴収義務者に報告する義務があり、その精神的負担は非常

に大きく、プライバシー保護の観点からも問題がある。 

さらに、平成 30 年分より配偶者控除等申告書が追加され、令和２年分より基礎控除申告

書、所得金額調整控除申告書が追加され、控除適用の可否、控除額の判定等々の内容が年々

複雑化し、給与所得者の理解が追いついておらず給与支払者が説明するのに苦慮している。 

一方、昨今はいわゆるスマートフォンの普及も著しく、パソコンを含めれば給与所得者の

多くはこれらの機器を使用して個々で確定申告計算が容易にできる環境が整いつつある。 

従って、このように複雑化している年末調整制度は、納税者の利便性に配慮しつつ、廃止

し、すべての納税者が確定申告により税額を確定させる制度とすべきである。 

 

13. 基礎的人的控除の引上げを前提に給与所得控除を適正に見直すこと（継続） 

（所法 28） 

基礎的人的控除額を引上げるべきであることは、「5.基礎的人的控除額を逓減・消失させ

ないこと」のとおりである。 

ところで、事業所得又は不動産所得等の所得は収入から実際に生じた必要経費を控除す

ることで求められるのに対して、給与所得は法定された方法により計算した金額を必要経

費として収入から控除して求められる。 

給与所得控除については、その性格を「他の所得との負担調整」と「概算経費」から構成

されるものと考えられることから、両者の控除としての性質、金額が妥当なものであるかを

検討することが必要になる。 

租税法学の定説では、給与所得は勤労性所得でありその性質上、担税力は弱く、負担調整

としての控除は必要であるとされてきた。しかし、従業員のいない個人事業主にとっては、

バブル崩壊以後一貫して業務単価は下がり続け、給与所得者よりも担税力が強いとは必ず

しも言い切れない。今こそ給与所得と事業所得という画一的な区分での負担調整は廃止す

べきである。「概算経費」について、担税力に基づいた課税を実現するためには、実際に負
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担した経費を控除する実額控除が原則となるべきである。そのうえで、見直した給与所得控

除額との有利選択が望ましい。 

 

14. 基礎的人的控除の引上げを前提に公的年金等控除を縮小すること（継続） 

（所法 35） 

基礎的人的控除額を引上げるべきであることは、「5.基礎的人的控除額を逓減・消失させ

ないこと」のとおりである。 

ところで、公的年金に対する課税は、収入金額から公的年金等控除を控除した残額に対し

課税する方式になっている。現行の公的年金等控除は、経済的稼得能力が減退する高齢者に

対し、公的年金が生計維持の基盤となることを考慮して制度設計されているものである。公

的年金には収入を得るために必要経費となるようなものはなく、掛金は拠出時に全額控除

となっている点に鑑みれば、公的年金等控除は他の所得との負担調整という趣旨であると

考えるのが妥当である。 

しかしながら、公的年金等に係る税制については拠出時、運用時、給付時の課税のあり方

を適切に行わなければ、過度に優遇する制度となってしまう。現行制度は拠出時に全額控除

されながら、給付時にも多額の公的年金等控除の適用が受けられる仕組みになっており、公

平性の観点からも見直しが必要である。また、公的年金が有する担税力という点でも、公的

年金は原則的に支給が途絶えないという性質上、他の所得と比較して担税力が低いとはい

えない。 

従って、基礎的人的控除の引上げを前提に公的年金等控除は大幅に縮小すべきである。 

 

15. 親族に対する必要経費の特例等の要件を見直し、青色事業専従者給与の届出制度を

廃止すること（継続） 

（所法 37、56、57） 

（１）事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例を見直すこと 

所得税法の基本は親族や家族という世帯単位課税ではなく、所得を獲得した個人ごとに

課税されるのが原則である。事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例（所法

56）は、その原則から外れ適切ではない。 

当該規定の適用は生計を一にする親族に対し高額な賃料を払うなど、恣意的な所得移転

の防止に留めればよく、その金額が正当である場合まで否定すべき理由はない。 

従って、課税公平の見地からも事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例

について、記帳が適切に行われている青色申告者で、その支払方法や支払時期が適切なもの

については、専従者給与（所法 57）に限定せず、すべての支払いを必要経費として認める

べきである。 

（２）青色事業専従者給与について届出制度を廃止すること 

また、青色事業専従者給与（所法 57）についても、事前の届出が必要とされているが、上
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記（１）の見直しにより、他の使用人と同様に勤務実態があり、かつ支払の事実もあれば、

青色申告決算書への記載のみで、当然に青色事業専従者給与の必要経費算入を認めるべき

である。つまり、青色事業専従者給与についての届出制度を廃止すべきである。 

 

16. 純損失の繰戻し還付制度及び繰越控除制度を拡充すること（継続） 

（所法 140、142，震災特例法 6）  

現在の制度では、純損失の繰戻し還付制度は青色申告者に限り認められているが、災害に

より事業基盤が崩壊した多くの事業者は、早期に事業を再開することができない状況に置

かれており特に配慮が必要である。法人については災害による損失の繰戻し還付制度があ

る。個人について同様の制度が設けられない理由はない。さらに、災害による損失は、その

損失は多額になること、さらに、特定非常災害の場合は、被災地域の経済が回復するまでに

相当の期間を要することから、繰越控除期間に制限を設けるべきではない。 

従って、白色申告者についても、災害により生じた純損失のうち、少なくとも現行制度に

おいて繰越控除が認められている被災事業用資産の損失の金額等については、繰戻し還付

制度の適用を認め、さらに繰越控除期間について制限を設けるべきではない。 

 

17. 青色申告承認申請書の提出期限を緩和すること（継続） 

（所法 144、166） 

（１）開業年における青色申告承認申請書の提出期限を所得税の申告期限までとすること 

個人事業者が、開業時において税制上の規定や届出書類の期限を熟知することは難しく、

理解が無いまま税制上の優遇規定である青色申告承認申請書の提出期限を経過してしまう

ことが多い。 

そのため、納税者に青色申告の優遇規定を与え、正しい記帳と申告を喚起するという意味

から開業初年度に限り、その申請期限を開業初年度の所得税の申告期限までとすべきであ

る。 

（２）相続により事業を承継した場合の青色申告承認申請書の提出期限を、最長で相続税の

申告期限までとすること 

白色で申告を行っていた被相続人の事業を相続により承継した場合、相続人（その相続人

がすでに青色申告に係る業務を行っていた場合を除く）の青色申告承認申請書の提出期限

は、相続開始日から２ヶ月以内となっている。しかし、遺産分割協議を相続開始時から 2ヶ

月以内に行うことは非常に困難を要する作業である。 

従って、相続という特殊な事情を考慮して、青色申告承認申請書の提出期限を相続税の申

告期限までとすべきである。 
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18. 不動産所得に係る損益通算制度の特例を廃止すること（継続） 

（措法 41の 4） 

不動産所得に損失が生じる際、土地等を取得するために生じた負債利子相当分の金額に

ついては、その損失が生じなかったものとして損益通算が認められていない。 

支払利息の負担により資金が流出して課税所得が減少しているにも関わらず、損益通算

を認めないということは所得がないところに課税が行われていることになり、応能負担原

則の観点から問題がある。さらに施行された平成３年当時は、地価高騰が社会的経済に深刻

な影響を及ぼしており、投機目的で不動産を借入金で取得することが資産格差の拡大を助

長していた。しかし、近年土地の価格は下落傾向が続き経済状況は変化している。 

法人税はすでに、平成 10年度税制改正により新規取得土地等に係る負債利子の特例が廃

止されており、法人税との公平性を保つ観点からもこの制度を廃止すべきである。 

 

19. 役員等への社宅について課税の適正化を図ること（継続） 

（所基通 36-40～36-45） 

社宅は一般の相場から見るとかなり低額の家賃で住宅を賃借できることに加えて、家賃

相場との差額についても課税されない。特に、法人の役員及び役員の同族関係者について

は、個人の課税所得を減少させる目的で行うこともでき、その経済的利益に対して課税しな

いことは、課税の公平性が保たれているとは言い難い。 

従って、役員等への社宅の貸与による経済的利益は、その計算方法を見直し、課税の適正

化を図るべきである。 

 

20. 財産債務調書の提出制度を廃止すること（継続） 

（国送金法 5、6の 2） 

「財産債務明細書」が見直され、「財産債務調書」となり、対象者は所轄税務署長へ当該

調書を提出しなければならない。この調書は、従来の明細書とは異なり、提出が必須の法定

調書とされ、また、申告漏れがあったときの加算税等の５％加重軽減措置が盛り込まれるな

ど、従前の財産債務明細書とは全く異なるものとして創設されている。 

そもそも、我が国は憲法に定められた国民主権の原理に基づいた申告納税制度を採用し

ている。本制度は、租税法律主義により納税者自らが租税債務を確定するものであり、適正

申告のために引き続き維持発展させなければならない。 

課税当局が国民納税者の極めて秘匿すべき情報を得ることができるのは、あくまでも課

税に必要最小限度の情報に限定されるべきである。 

従って、財産債務調書制度は廃止すべきである。その他、国外財産調書制度も同様の理由

により廃止すべきである。 
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21. 雑損控除は最後に行うこと（継続） 

（所法 87） 

所得控除の順序は、繰越控除等が認められる雑損控除を最初に控除するとされているが、

これでは基礎控除をはじめとした本来誰しもが認められるべき諸控除が切り捨てられる結

果となってしまう。従って、所得控除の順序は、まず雑損控除以外の諸控除から行い、雑損

控除は最後に行うべきである。 

 

22. 非居住者に対する源泉徴収制度について、納税者の関知が困難な場合の源泉徴収義

務者の保護措置を講ずること（継続） 

（所法 212） 

現在の制度では、非居住者に対して国内源泉所得の支払いをする者は、源泉徴収義務を負

い、その支払い時においてその対価に対し受取人が非居住者であるかどうか、調査義務が課

せられている。しかし、支払者は調査権限を有していないため、受取人が非居住者であるか

についての確認の方法は限られている。そのため、課税庁の質問検査権の行使により、支払

者が知り得ない情報によって受取人が非居住者であると認定し、納税告知処分がされる事

例が起きている（東京高裁平成 28年 12 月１日判決等）。そして、このような事例は今後ま

すます国際化していく我が国において増えていくことが予想される。そこで、米国における

宣誓供述書制度のような免責制度を設け、源泉徴収義務者を保護する措置を講ずるべきで

ある。 

 

（参考）宣誓供述書制度 

偽証罪の罰則の下、譲渡人が米国の納税者識別番号と、自身が非居住者でないことを示す

宣誓供述書を譲受人に提出した場合には源泉徴収義務を免除する制度である。この宣誓供

述書は、おそらくすべての不動産取引の日常的な閉鎖項目（routine closing item）にな

り、そして公務員の前で作られたすべての公証またはその他の適切な確認を必要とする（公

証人役場で宣誓するようなものではないだろうか）。また、宣誓供述書を受領し源泉徴収義

務者が、譲渡人の代理人または源泉徴収義務者の代理人からその宣誓供述書が虚偽である

旨の通知を受けた場合でも、宣誓供述書の受領によって源泉徴収義務者が源泉徴収を免除

される。（非居住者による土地等譲渡における源泉徴収制度：酒井春花） 

 

23. テレワークに関する光熱費等の諸経費に係る手当を非課税とすること（継続） 

テレワークにおいては、勤務者に光熱費等の一定の支出が発生する事実がある。このよう

な支出の多くは本来、テレワーク勤務者の勤務先等の事業者が負担すべき事業経費である。

現在多くのテレワーク実施事業者では、このような支出を補填するためにテレワークに係

る手当の支給が行われているが、これらの手当は給与所得として課税対象となっている。テ

レワークに係る手当の本質は、出張旅行に係る旅費日当手当支給と同様であると考えられ
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る。 

現行、「在宅勤務に係る費用負担に関するＦＡＱ」においてテレワークに係る諸経費につ

いての計算方法が示されており、その費用の実費相当額を精算する方法により計算して支

給する一定の金銭については、給与として課税する必要はないとされているが、その計算方

法は複雑であり、事務処理の負担が大きい。 

事務処理を簡素化するためにも、出張手当のように、テレワーク経費規程等の社内規定を

作成することで通常必要であると認められる範囲内の金額については、所得税を課すべき

ではない。 

 

24. 国外居住親族に係る扶養控除の「送金関係書類」についての要件を見直し、同一住所

の扶養対象者に限り、代表者一括送金を認めること（継続） 

（所法 120） 

国外居住親族に係る扶養控除については「代表者に一括で送金しているために各人別の

送金関係書類が揃えられない」ために控除が受けられないケースがある。しかしながら、代

表者への一括送金は、一般的に行われる合理的な行為であるため、以下の理由により、同一

住所の扶養親族の場合に限り、一括送金の場合も認めるべきである。 

・親族関係書類の提出で関係性や実在性は確認されていること 

・令和２年度改正により令和５年分からの「年間支払額 38万円以上」の要件が加わったこ

とにより、支払（送金）額での判定が可能となること。 

 

25. 居住者が死亡した場合の確定申告書の提出期限を延長すること（継続） 

（所法 124、125、消法 45） 

死亡した場合の所得税の準確定申告書は、昭和 22年以来改正されておらず、「相続開始を

知った日の翌日から４月を経過した日の前日まで」とされている。しかし、親族である相続

人といえども被相続人の所得を正確に把握することは容易ではなく、一定の期間が必要で

ある。また、公的年金等の源泉徴収票等、取得にも一定の期間が必要となる書類もある。 

所得税の申告書作成作業は相続税申告書作成作業と並行しておこなわれる部分があるこ

と、相続税申告書の提出期限については、昭和 22年当初は４月であったものが６月、平成

４年改正で 10月と延長されてきたことから、死亡した場合の準確定申告書の提出期限につ

いても相続税の申告期限と同じ「相続の開始を知った日の翌日から 10 月以内」まで延長し、

相続人の事務的・心理的負担の減少を図るべきである。 

消費税法第９条の規定により消費税の納税義務が免除される事業者以外の事業者が、課

税期間の末日から申告期限までに死亡した場合及び課税期間の中途において死亡した場合

の消費税の確定申告書の提出期限についても同様とすべきである。 
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26. 復興特別所得税を廃止すること（継続） 

（東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別

措置法 第二節） 

復興特別所得税は東日本大震災からの復興施策に必要な財源を確保するために平成 25年

１月１日から令和 19 年 12 月 31 日までの 25 年に渡り課税されるが、その対象期間に根拠

が乏しく、また、法人に対する復興税の課税は早々に終了となったにもかかわらず、所得税

に対しての課税だけが残っていることについても制度としての整合性が取れていない。 

従って、復興特別所得税は廃止すべきである。 

 

27. 社会保障制度の拡充を前提として、医療費控除を縮小すること（継続） 

（所法 73） 

医療費控除は、シャウプ勧告により、大手術や長期の入院など一定額以上の多額の医療費

の支払いは納税者の担税力の減殺要因であるとして設けられた制度である。しかし今日で

は、高額療養費の給付制度などの社会保障制度が拡充されていること、民間の医療保険制度

も充実していることなどにより、制度創設時ほどの担税力の減殺はなくなっている。 

また、医療費控除のいわゆる足切り限度額は 10万円とその年の総所得金額等の５％相当

額のいずれか少ない金額であるため、超過累進税率の枠組みにおいて高所得者ほど有利な

制度となっており、課税の公平性の観点から問題がある。 

従って、社会保障制度の拡充をより一層図ることを前提とし、医療費控除は足切り限度額

をその年の総所得金額等の５％相当額として縮小すべきである。 

 

【法人税】 

28. 役員給与について原則損金算入とすること（継続・一部修正） 

（法法 34） 

平成 18 年度税制改正において、役員給与を原則損金不算入とし、定期同額給与等一定の

もののみの損金算入を認めるという規定に改めた。 

しかし、役員給与という会社運営上、必要不可欠な経費であるにもかかわらず、損金算入

要件が限定列挙されているために、資金繰り悪化による役員給与の減額や役員の職務執行

による経営改善の評価という経営上のごく当たり前の行為までもが文理解釈上は損金不算

入となるといった事態を引き起こしている。 

また、このことは、役員給与は職務執行の対価と同等に扱われる会社法第 361 条の規定に

反し、企業会計基準の考え方にも反するものである。 

以上の理由により、役員給与は原則損金算入とすべきである。 
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29. 繰越欠損金の使用制限を廃止すること（継続） 

（法法 57、法法 81の 9） 

大法人の欠損金の控除限度額は、平成 27 年度及び平成 28 年度税制改正により、平成 27

年４月から繰越控除前の所得金額の 65％相当額とされ、さらに毎年度５％ずつの段階的な

引下げが行われて平成 30年４月からは同 50％相当額と制限されることとなった。 

しかしながら、欠損金の使用制限を行うことは、企業資本の維持を阻害することにもな

り、利益や欠損の発生状況いかんで税負担に著しい不均衡を生ずることが考えられる。 

また、法人税率の引下げられてきた一方、財政上の要請により法人の繰越欠損金の使用金

額に制限を課すことは、内部留保が乏しくなった企業に税負担を課すこととなる。 

従って、繰越欠損金の使用金額の制限を廃止すべきである。 

 

30. 設立時の青色申告の承認申請書の提出期限を当期の申告書の提出期限とすること

（継続・一部修正） 

（法法 122） 

青色申告制度は、帳簿書類を備え付け、簿記の原則に従った正確な帳簿書類の作成を通し

て、申告納税制度を普及させることを目的としており、申告期限までに青色申告に必要とさ

れる帳簿書類が整備されていれば要件を十分満たす。 

現行の青色申告承認申請書の提出期限は、原則として青色申告の適用を受けようとする

事業年度開始の日の前日であり、新設法人については、設立の日以後３月を経過した日と、

新設後の最初の事業年度終了の日とのうち、いずれか早い日の前日までとされているが、上

記の考えによれば、このような措置は不要である。 

よって、設立初年度に限り青色申告承認申請書の提出期限を第１期の申告書の提出期限

とすべきである。 

 

31. 交際費等は原則全額損金算入とすること（継続） 

（措法 61の 4） 

交際費は、正常な事業活動を行うために必要な支出であり、損金性を有するものである。 

一方で、現行の交際費等の損金不算入制度では、その支出が事業活動に必要か否かによら

ず、中小法人においては接待飲食費の 50%相当額または定額控除限度額を超える部分の金額

が、損金算入を認められていない。 

交際費は、常にその効果が考慮されつつ支出される経費であり，その支出が冗費となるか

否かは企業の経営判断に委ねられるべきである。また、正常な事業活動に必要な費用を損金

算入が認められないと、企業の健全な成長を妨げる結果となる。 

企業が交際費を支出することにより、経済活動が活性化されることも考慮すれば、接待・

供応・慰安・贈答の相手先等を帳簿に記載することを要件とし、その要件を満たしたものは

企業規模に関わらず全額損金算入とすべきである。 



 

22 

 

 

32. 経済実態に即した貸倒処理を認め、要件を明確化すること（継続・一部修正） 

（法基通 9-6-1～3） 

貸倒損失の損金算入については、実務上、「法基通 9-6-1～3」により法律上の貸倒れ、実

質的な貸倒れ、形式上の貸倒れの３種類に区分され、それぞれの内容により計上時期が決定

される。 

しかし、経済活動を行う上で発生する売掛金等の貸倒れは、債務者が所在不明であった

り、貸倒処理すべき時期が不明確であったりと判断に迷うケースが多い。 

従って、債務者への調査や過去の回収事例を参考に経済実態に即した形で行った貸倒損

失の処理やその計上時期については法人税法上もこれを認容し、その基準については通達

ではなく、法人税法に明記すべきである。 

 

33. 適用額明細書の添付を法人税関係特別措置の適用要件としないこと（継続） 

（租特透明化法 3） 

平成 22 年度税制改正により租特透明化法が制定され、法人税関係特別措置の適用を受け

る場合には適用額明細書を提出することが義務づけられた。この租特透明化法の「租税特別

措置に関し、適用の実態を把握するための調査及びその結果の国会への報告等の措置を定

めることにより、適用の状況の透明化を図るとともに、適宜、適切な見直しを推進し、もっ

て国民が納得できる公平で透明性の高い税制の確立に寄与する」という目的については当

連盟としてもその趣旨に賛同するものである。 

しかし、適用額明細書の記載内容は申告書に記載されている内容を転記するものである。

申告書に適用額明細書の添付がない場合や適用額明細書に虚偽記載がある場合に、その申

告書に係る法人税関係特別措置の適用がないものとする規定は、租特透明化法の趣旨とは

異なるものであり、「調査の結果を国会に報告するため、内容の正確性を確保することが非

常に重要」であることを踏まえたとしても、その実効性を担保するための措置としては不適

切である。従って、当該規定は削除すべきである。 

 

34. 法人税の申告期限を各事業年度終了の日の翌日から３月以内とすること（継続） 

（法法 74、消法 45） 

確定申告の規定による申告書を提出すべき内国法人が、定款、寄附行為、規則、規約その

他これらに準ずるもの（以下「定款等」という。）の定めにより、当該事業年度以後の各事

業年度終了の日の翌日から２月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集さ

れない常況にあると認められる場合には、納税地の所轄税務署長は、その内国法人の申請に

基づき、当該事業年度以後の各事業年度の当該申告書の提出期限を１月間延長することが

できるとされている。（法法 75の２） 

現状、法人の定款等の定めで、その事業年度以後の各事業度終了の日の翌日から３月以内
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にその各事業年度の決算についての定時総会が招集されるとされている事が多い現状を考

えれば、法人税の申告期限は提出期限の延長の特例の適用を受けなくても、各事業年度終了

の日の翌日から３月以内とすべきである。 

また、消費税についても、事業年度終了の日を含む課税期間については、申告期限を現在

の「課税期間の末日の翌日から２月以内」を「３月以内」とすべきである。 

 

【消費税】 

35. 消費税率を引下げること（継続） 

（消法 29、地方法 72 の 82、72 の 83） 

令和元年 10 月 1 日に消費税率の引上げが行われた。 

応能負担原則に従って税制を構築することが、租税の公平に最も合致するところである。 

消費に担税力を認める考え方もあるが、生活必需品を含めた課税は税負担が逆進的とな

り、奢侈品や贅沢品に限定して課税すれば十分な税収が期待できず、その区別も困難とな

る。そのため、消費は担税力の尺度としては所得・財産よりも劣った指標である。 

消費税を国の基幹税とすることは、逆進性の問題を深刻化させ、国民間の格差を拡大させ

る。格差の拡大は、新たな社会保障対策を必要とするだけでなく、経済成長を停滞させるた

め財政にとって悪影響を及ぼしかねない。 

従って、消費税率は、あくまでも担税力の範囲内、つまり、特段の逆進性対策を措置する

必要のない水準の税率まで引下げるべきである。 

 

36. 簡易課税制度を見直すこと（継続） 

（消法 37） 

簡易課税制度は、小規模事業者の事務処理負担等を考慮して、みなし仕入率を利用した簡

易な仕入控除税額の計算方法で消費税の申告ができるように導入された制度であるが、事

業区分の判断が困難であり、一概に簡易的な計算方法とはいえない状況がある。また、みな

し仕入率と実際の仕入率との乖離が大きい場合もあり、益税や損税の問題も生じているた

め以下の措置を講ずるべきである。 

（１）みなし仕入率を業種ごとの実態に即した水準に見直すこと。 

（２）高額な固定資産を取得するなど一定の場合には、当該取引について、いわゆる本則課

税による仕入税額控除を認める規定を設ける等の別途措置を設けること。 

 

37. 「電気通信利用役務の提供」を受けた場合の仕入税額控除を認めること（継続） 

（消法 2） 

登録国外事業者以外の国外事業者から提供を受けた、「事業者向け電気通信利用役務の提

供」以外の「電気通信利用役務の提供」を受けた場合の仕入税額控除を認めるべきである。 

平成 27 年 10 月 1 日以降、電気通信利用役務の提供に係る内外判定基準が見直され、そ
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の役務の提供が国内取引に該当するかどうかの判定基準が、役務の提供を行う者の役務の

提供に係る事務所等の所在地から役務の提供を受ける者の住所等に改正された。国外事業

者が国内向けに行う「電気通信利用役務の提供」は国内取引に該当することになり、消費税

の納税義務が生じることとなった。これにより、「事業者向け電気通信利用役務の提供」以

外のものについては、国外事業者が納税義務者となり、日本の税務署に申告･納税を行うこ

ととなった。しかし、国外事業者のうち登録国外事業者でない者から「事業者向け電気通信

利用役務の提供」以外の「電気通信利用役務の提供」を受けた場合には、国内取引として消

費税が課税されるにもかかわらず、経過措置により、当分の間、当該役務の提供に係る課税

仕入れについて仕入税額控除を制限されることとなった。 

この制限は、登録国外事業者以外の国外事業者が消費税相当額を上乗せしておきながら、

実際に消費税を納税するか不透明なために、その税額を確保するための措置と考えられる。

しかし、これは徴収の問題であり、その負担を仕入税額控除を制限することで仕入れ側に強

いる、いわば皺寄せを国内事業者に被せるようなことになっている。 

従って、このような措置は廃止し、仕入税額控除を認めるべきである。 

また、必要であれば、インターネットを介した取引は、相手先が国外事業者にあたるか判

断し難いことから、課税上の判定を国外事業者に表示させることを義務化する等の措置を

講ずるべきである。 

 

38. 社会政策上非課税取引とされているものについて、項目を見直した上で、ゼロ税率とす

ること（継続） 

（消法 6） 

非課税取引については、課税売上割合の計算上、課税資産の譲渡等に算入しないことか

ら、非課税売上に対応する仕入に係る消費税を事実上事業者が負担することになっている。

その結果として、前段階における仕入税額部分については消費者への価格転嫁が行われ、社

会政策上の配慮に基づく非課税という本来の趣旨が達成されないという本末転倒な結果と

なっている。 

このような不合理がないように、特に社会政策的配慮に基づく非課税取引の項目につい

ては、その項目を見直した上で、原則消費税の課税取引とし、適用される税率を 0％とすべ

きである。 

 

39. 仕入税額控除の要件となっている帳簿の記載要件を緩和すること（継続） 

（消法 30） 

仕入税額控除の要件は、帳簿に一定事項を記載し、その記載要件を満たした帳簿および請

求書等を保存すべきこととされている。帳簿の記載事項は請求書の記載内容と重複する部

分が多く、保存されている請求書等により仕入税額控除の要件となる事項が確認できるの

であれば、帳簿に同内容を記載させる意味はなく、消費税事務を行う事業者に無意味な事務
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負担を強いる必要はない。重複事項を省略して記載した帳簿であっても、請求書等の保存に

より仕入税額控除の要件となる事項の立証ができるのであれば、これを認めるべきである。 

消費税の導入当初は、制度定着までは帳簿に必要事項を記載させることに一定の意義は

あったのかもしれないが、導入から年数が経過し会計システムも当時より普及定着してい

る。 

以上のことから、仕入税額控除については請求書等の保存を要件とし、事務負担を考慮し

適切に請求書を保存している場合には、重複事項となっている帳簿の記載要件を緩和すべ

きである。 

 

40. 一括比例配分方式の２年継続適用規定を廃止すること（継続） 

（消法 30） 

仕入税額控除を計算する場合には、個別対応方式と一括比例配分方式の選択が認められ

ているが、一括比例配分方式を一旦選択した場合には、2年間継続適用した後でなければ、

個別対応方式を選択することができないことになっている。これは個別対応方式の採用が

可能な事業者であっても事務的簡便性の採用の方途を可能にしておくとともに、一括比例

配分方式が個別対応方式に比較して有利となる場合も起こり得るとの配慮に基づくものと

考えられる。 

本来はすべての事業者が個別対応方式によるべきではあるが、実際には事務負担に配慮

するといった形で比例配分方式を認めたために、損税と益税が同時に発生する制度的矛盾

をかかえることとなった。平成 23 年度税制改正により仕入税額控除における、いわゆる

「95％ルール」の適用要件が見直され、事業者によっては、個別対応方式により仕入税額控

除の計算をしたいところ、事務の煩雑さ等からやむを得ず当初は一括比例配分方式を選択

するケースも想定される。しかし、現行制度では、このような事業者が翌課税期間において

個別対応方式を選択しようとしても一括比例配分方式が強制されることになってしまう。

その結果、税負担が過大になり事業者にとっての負担を発生させるといった問題が生じる

という不合理がある。 

また、原則的な仕入税額控除計算の方法が個別対応方式であることを考慮すると、簡便的

な計算方法である一括比例配分方式に対して２年縛りにすることは妥当ではない。 

従って、このような不合理を改善するため、一括比例配分方式の２年継続適用規定は廃止

すべきである。 

 

41. 届出書等の提出期限を前課税期間の申告書の提出期限とすること（継続） 

消費税簡易課税制度選択届出書等の届出書等の提出期限は、当該課税期間開始の日の前

日までとなっている。 

現行法では、届出書の提出期限は前課税期間の申告書の提出期限より２ヶ月（申告期限の

延長をしている場合は３ヶ月）前に到来する。そのため、前課税期間の確定した申告書に基



 

26 

 

づいて届出書を提出したくても、提出するタイミングを逸して届出書の適用を受けられな

い、もしくは、前課税期間の申告書が確定しないまま、適切な判断ができない状況下で届出

書を提出せざるを得ない、といった税務上の判断において困難な問題が生じている。従っ

て、現在、当該課税期間開始の日の前日までとされている消費税の届出書等の提出期限は、

前課税期間の申告書の提出期限とすべきである。 

 

【相続税】 

42. 遺言執行費用の相続財産からの控除を認めること（継続・一部修正） 

（相法 13、14） 

遺言執行費用は、相続開始の際、現に存する債務には該当せず、相続人等が負担すべき費

用とされるため、相続財産からの控除が認められていない。しかし、遺言執行費用は相続開

始に伴い必然的に発生し、遺言という被相続人の生前の意思に基づき生じるものである。ま

た民法第 1021 条で「遺言の執行に関する費用は、相続財産の負担とする」と規定されてい

ることからも、申告期限までに金額が確定した遺言執行費用については、相続財産からの控

除を認めるべきである。 

 

43. 連帯納付義務を廃止すること（継続） 

（相法 34） 

連帯納付義務は、旧民法の家督相続制から来ている財産課税方式の流れをくむ制度であ

り、同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得したすべての者が共同して相続税

を納付する義務を負う制度である。 

しかし、本来自己の納税義務を完了した相続人の他に共同相続人の相続税の納付義務を

負わせることは、納税義務を完了した相続人の担税力を超えて税負担を負わせることにな

り、応能負担原則に反する。 

また、相続税の申告期限から５年間、連帯納付義務を負う共同相続人は法的かつ経済的に

不安定な状況に置かれることになる。 

従って、相続税法第 34条の連帯納付義務は廃止すべきである。 

 

44. 直系尊属から結婚・子育て資金及び教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課

税措置等は廃止すること（継続） 

（措法 70条の２の２、70 条の２の３） 

高齢者世代が保有する金融資産の現役世代への移転促進を目的として創設された制度で

あるが、「教育資金贈与制度」の恩恵を最大限に享受できるのは、まとまった金銭を保有し、

孫等の教育資金に充てることができる富裕層だけである。格差の拡大が社会問題化してい

る中、資産を保有する者とそうでない者の格差の固定を助長してしまう。また、応能負担原

則の観点からは税の持つ所得等の再分配機能を回復させることが検討されるべきであると



 

27 

 

ころ、「教育資金贈与制度」はそれに逆行する措置であり、祖父母・親世代の資力によって

子・孫世代の教育水準に格差が生じる弊害を助長するものである。そこで、このような富裕

層だけに優遇を与えるといった不公平税制は即刻廃止すべきである。また、「結婚・子育て

資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」についても同様に、廃止すべきである。 

 

45. 役員からの借入による貸付債権の評価基準を担税力に見合った評価になるよう新たな

基準を設けること（継続） 

被相続人が株主であった法人に対して自ら貸し付けた債権は、相続財産として原則元本

により評価される。社歴等の長い中小企業においては役員からの借入金が高額になり、実質

的に回収不能である場合が多い。債権の回収不能部分に相続税を課税することは、時価評価

を規定している相続税法第 22条に違反する。 

従って、担税力に見合った客観的な評価基準を明確に定めるべきである。 

 

【地方税】 

46. 個人住民税の基礎控除額を所得税と同一にすること（継続） 

（地方法 34、314 の 2） 

所得税と個人住民税は、原則同一の課税標準である所得を課税対象としており、所得税の

申告が事実上、個人住民税申告の基礎となっている。しかし、住民税を計算する上での基礎

控除額は所得税の基礎控除額よりさらに低い水準となっており、ただでさえ低すぎる基礎

控除額をさらに引下げる結果となっている。 

課税最低限非課税という憲法上の見地から、両者の基礎控除額は一致させるべきである。 

 

47. 外形標準課税を中小企業に導入しないこと（継続） 

（地方法 72 の 2） 

事業税の外形標準課税は、事業に対する応益課税としての事業税の性格の明確化、事業規

模に応じた薄く広く公平な税負担の確保、安定的な行政サービスの提供のための税収の安

定的確保を目的に、資本金の額１億円超の法人に対して導入された。また、政府税制調査会

では、中小企業に対する外形標準課税の導入が検討された経緯がある。 

しかしながら、現在の外形標準課税における外形基準となる課税標準のうち付加価値割

については、大企業に比べ労働集約型となりやすい中小企業においては人件費率が高くな

りやすいことから、その事業規模を適切に表しているとはいえない。このような事業規模を

適切に表していない課税標準に基づく外形標準課税を中小企業に導入することは、担税力

に乏しい中小企業の経営を圧迫し、さらには中小企業の雇用確保の問題にも影響を及ぼす

こととなる。 

従って、中小企業に対しては外形標準課税を導入すべきではない。 
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48. 個人事業税はすべての事業を課税客体とすること（継続） 

（地方法 72 の 2） 

個人事業税の課税客体は、第一種事業から第三種事業が法定列挙されている。プロスポー

ツ選手など事業性があるにもかかわらず法定列挙されていないため特定の事業には課税さ

れていない。また、YouTuber など就業形態の多様化などに伴い課税対象事業の認定に困難

を極めている実態がある。さらに、社会保険診療報酬に係る所得については課税除外されて

いるなど課税の公平性が損なわれている。 

事業税は、事業活動を行うに伴い地方自治体の各種サービスを受益しているため、課税標

準は事業の所得であるものの、事業に課税する収益税とされている。事業活動を通じて地方

自治体の各種サービスを享受する事業については事業を特定する必要はない。 

従って、事業税の課税客体は法定列挙するのではなく、すべての事業を課税客体とし、特

定の事業を課税除外すべきでない。 

 

49. 事業所税を廃止すること（継続） 

（地方法 701 の 30） 

事業所税は、都市環境の整備及び改善に関する事業に要する費用に充てるために指定都

市のみが徴収できる地方税である。そのため、昨今の市町村合併が推進されたことにおい

て、指定都市に合併された場合、事業主は自己の意思に反し予定外の税負担を強いられるこ

とになる。また、人口 30万人以上の都市に適用されていることにより、人口 30万人未満の

市町村との不公平が生じている。 

さらに、事業所税は、事業活動と行政サービスとの受益関係に着目し課税されているとい

われるが、住民税均等割額、固定資産税などの市税や事業税をはじめとする他の都道府県民

税と二重課税になっているとの指摘がある。 

これらのことを考慮して、事業所税は廃止すべきである。 

 

50. 個人住民税に関しても、所得税と同様な少額所得を課税対象外とする制度を創設す

ること（継続） 

所得税においては、従前より給与所得者について、給与以外の所得が一定額以下の者を申

告不要とする制度が設けられている。また、平成 23 年分の所得税から公的年金収入者にも、

少額所得申告不要制度が導入された。しかし、所得税について申告書を提出しなかった者に

ついても、個人住民税について申告書の提出が必要になる場合がある。 

従って、個人住民税の課税に際しては、その大半を所得税の情報を基礎としている以上、

このような取扱いの相違による納税者の混乱の防止、事務負担の軽減などの観点から個人

住民税においても所得税と同様に少額所得を課税対象外とする制度を創設すべきである。 
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51. 法人事業税及び法人住民税についても、中小法人に対する欠損金の繰戻し還付を認

めること（継続） 

国税において欠損金の繰戻し還付の適用を受けた場合であっても、地方税においては、そ

の適用を受けることができない。すなわち、法人事業税は欠損金の繰越控除、法人住民税は

翌期以降での税額控除となり、不測の事態により多大な損失を被った場合であっても、既に

納付済となった地方税を繰戻すすべは無い。中小法人の脆弱な財務基盤を鑑みれば、これを

認めるべきである。 

 

52. 所得税額控除の適用を受けなかった所得税等について、法人事業税においても損金

算入を認めること（継続） 

（地方令 21 の２の２） 

所得税額控除の適用を受けなかった所得税額等について、法人税においては損金算入が

認められるところ、法人事業税においては損金算入が認められていない。税制は、公平・中

立・簡素であるべきところ、この扱いを異にする合理的かつ明確な理由は見受けられない。

よって、法人事業税についても損金算入を認めるべきである。 

 

53. 償却資産に係る固定資産税の評価方法と賦課期日を国税と一致させ、簡素な制度に

すること（新規） 

（地方法 341、359） 

現行の償却資産に係る固定資産税（以下、「償却資産税」という）は、国税における減価

償却制度と償却資産の評価方法の不整合、30 万円未満の少額減価償却資産の処理、賦課期

日と法人の決算日の不一致等が生じている。これにより事業者は賦課期日における償却資

産の申告と決算時における減価償却の双方の処理を行うこととなり、過度な事務負担を強

いられる結果となっている。 

そこで、償却資産税と国税における取り扱いを一致させ、簡素な制度にすべきである。 

 

【国税通則法・納税環境整備】 

54. 提示・提出・留置きを求めることができることとする規定を削除すること（継続） 

（通法 74の 2～74 の 7、127） 

税務職員による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じなかっ

た場合に罰則を科すとされていることは、納税者の同意と協力が前提である任意調査の領

域を超えた課税庁の権限強化である。調査を受忍する納税者の精神的負担を従前以上に増

すものであり、これまでの慣行を法定化するという法改正の趣旨を逸脱したものであると

いわざるを得ない。さらに、提出された物件を留置く規定が新たに創設されたが、納税者の

同意や協力を得ないと行えないものであることが法定化されておらず、運営上は「承諾なく

強制的に留め置くことはありません。」（税務調査手続に関するＦＡＱ（一般納税者向け））
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としているもののその法的根拠は薄い。 

従って、物件の提示・提出を求めることができるとする規定および物件の留置ができると

する規定については削除すべきである。 

 

55. 「任意調査」においては例外なく事前通知を行うこととすること（継続） 

（通法 74の 9、74 の 10） 

平成 23 年度の国税通則法改正により、税務調査の際には原則として事前通知が行われる

ことになったが、例外として課税庁の裁量により事前通知を行わないことができる取扱い

が既存の内部通達（平 13.3.27「税務調査の際の事前通知について（事務運営指針）」）を踏

襲する形でそのまま法令化され、その例外事由については具体例を通達に記載することと

されている。 

しかし、犯則事件に係る質問・検査・領置権等の行使（いわゆる強制調査）とは異なり、

質問・検査権の行使（いわゆる任意調査）は、法令上もわざわざ「犯罪捜査のために認めら

れたものと解してはならない」と釘を刺しているように、法令違反の取り締まりが目的では

なく、あくまでも納税者の申告内容等が正しいものであるかどうかの確認をするために行

われるものである。 

このことから、脱税等の嫌疑があるのであれば、犯則調査手続きによる強制調査をすれば

良いのであって、それ以外の任意調査の場合は、例外なく事前通知を行うことに改正すべき

である。また、事前通知しない例外規定が定められたが、少なくとも例外事由については単

に通達に例示するのではなく、厳格な要件を定めた上で法令に限定列挙すべきであるし、納

税者の権利を不当に侵害しないよう、代理人の選任及び立会を求める権利、及びその権利に

関する教示を受ける権利を納税者に付与することを法律に明記し、その告知に関する手続

を整備すべきである。 

 

56. 事前通知の際には調査の理由も併せ通知すること（継続） 

（通法 74の 9） 

国税通則法では「通知内容」には「調査の理由」が含まれていない。 

しかし、税務調査はすべての納税者に対し一律に行われるわけではない。主権者たる納税

者が申告納税制度に基づき第一義的に確定させた申告納税額等をわざわざ税務調査によっ

て確認するのであるから、そこには税務行政の効率化や徴税コストなども考慮した上で、な

おかつ、調査対象に選定されるだけの何らかの理由があるはずであるし、そうでなければな

らない。 

従って、単に調査の目的や調査物件を通知するだけでは不十分であり、何故、その納税者

について税務調査を行うのかという調査の必要性が理解できる合理的で具体的な調査理由

の開示がされるべきである。 
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57. 反面調査の原則禁止を明文化すること（継続） 

反面調査については法令上に何ら制限をする規定がない。わずかに法令上の根拠の弱い、

一般の納税者向けの質疑応答集（ＦＡＱ）である「税務調査手続に関するＦＡＱ（一般納税

者向け）」において、「いわゆる反面調査の場合には、事前通知に関する法令上の規定はあり

ませんが、運用上、原則として、あらかじめその対象者の方へ連絡を行うこととしていま

す。」とされているものの、事前通知なしで不当な反面調査があっても、納税者は対抗でき

ない不安定な状態に置かれている。 

また、反面調査は修正申告等の勧奨の道具に使われる場合があり、納税者の権利を不当に

侵害する行為を助長する危険性があるほか、申告納税制度の趣旨に鑑みれば本来はこれを

禁止又は制限する規定が法令上に整備されていなければならない。 

従って、反面調査に関しては原則禁止とすべきであり、やむを得ない事由がある場合に限

り、納税者に事前通知をし、納税者の同意を得て、納税者の協力あるいは立会いのもとで行

うべきである。そして、このような手続を国税通則法に定めるべきである。 

また、その事由についても法律に限定列挙することによって要件を明確化し課税庁の裁

量に制限をかけるとともに、納税者（反面先を含む）の権利を不当に侵害しないよう配慮す

べきである。 

 

58. 調査終了時に修正申告等の勧奨を行うことができることとする規定を削除すること

（継続） 

（通法 74の 11） 

調査終了時に更正決定等をすべきと認める場合には、税務職員は修正申告又は期限後申

告の勧奨を行うことができることとされており、また、「税務調査手続に関するＦＡＱ（一

般納税者向け）」には、「原則として、修正申告（又は期限後申告）を勧奨することとしてい

ます。」としている。 

しかし、納税者の不服申立ての機会を不当に奪うことになりかねない修正申告等につい

ては、たとえその得失について説明がされたとしても、税務職員が勧奨するようなことはあ

ってはならない。むしろ、申告納税制度の下では、修正申告等をするか、更正決定等の手続

きを選ぶかは、納税者が自主的に判断すべきものであり、税務職員はその選択を特定の方向

に仕向けるような行為をすべきではなく、あくまで判断に資する情報を提供するにとどめ

るべきである。 

従って、調査終了に修正申告等の勧奨を行うことができるとする規定を削除すべきであ

る。 

 

59. 租税救済制度の検討と整備をすること（継続・一部修正） 

（通法 75～116） 

租税に関する権利救済機関は、その組織、人事、その他納税者の権利救済に影響を与える
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あらゆる関係において、租税行政庁からは完全に独立した存在でなければならない。従っ

て、第三者性を確立するため、以下の項目を要望する。 

（１）国税不服審判所の組織のあり方について 

国税不服審判所については行政型の裁判外紛争解決手続き（ＡＤＲ）であり、第三者性の

確立について一定の制約はあるものの、あくまでも主権者たる納税者の権利救済のための

機関であるため、以下の諸点につき要望する。 

① 国税通則法第 99 条（国税庁長官の法令の解釈と異なる解釈等による裁決）を廃止す

ること。 

② 国税不服審判所を内閣府直轄の組織とすること。 

③ 少額審理部門や特定の問題に特化した専門審理部門の設置など、国税不服審判所の 

機能を規模・目的に応じて細分化・専門化すること。 

（２）国税不服審判所の人事のあり方について 

① 国税通則法第 78 条（国税庁長官による審判所長の任命）の規定の改組し、任命権者

を内閣総理大臣とすること。 

② 国税不服審判所から税務行政機関へ着任する場合は一定の期間制限を設けること。  

③ 国税不服審判官について税理士や法曹の公募任用をさらに拡大し、常勤以外にも     

非常勤審判官の登用を拡大すること。 

④ 審判官の人材育成促進のための措置を講ずること。 

（３）訴訟機関の組織・人事のあり方について 

租税訴訟における裁判所調査官制度（裁判所法第 57 条）は、裁判の公正を損なう恐れが

あるため廃止すること。 

 

60. 国税犯則取締法と国税通則法は別の法律とすること（継続） 

国税通則法は国税に関する手続きを一つの法律にまとめ、国税に関する基本的、共通的な

事項を手続法としての基本法として定められた法律であり、「国民の納税義務の適正かつ円

滑な履行に資すること」を目的とする。一方、国税犯則取締法は犯則調査手続きとして、脱

税事件を検察官に告発して刑事訴追を求めることを主たる目的として定められた法律であ

り、強制調査の根拠法である。これらの法律は立法の目的が全く異なる。 

課税調査と犯則調査を同一の法律に規定することによって一覧性が高まり、納税者にと

っても分かりやすい法体系となるために、国税犯則取締法を国税通則法に編入したと説明

されている。しかし、犯則調査と適正な課税を行うための課税調査とは対象となる調査や性

質に違いがあるにもかかわらず、課税庁の捜査権限を強化した上で国税通則法に編入し、こ

れらを同一の法律にすることは、国民にとって、分かりにくくなるうえ、強制調査と任意調

査の境があいまいになるだけでなく、国税通則法が納税者の権利利益の保障よりも課税庁

の権限を優先したものとなったといえる。 

従って、国税犯則取締法と国税通則法は別の法律にすべきである。 
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61. 社会保障・税番号制度の利用には慎重を期すこと（継続） 

（番号法） 

平成 28 年 1 月より運用が開始された社会保障・税番号制度（いわゆるマイナンバー制度）

については、事業者に対して従業員や支払調書対象者からの番号取得とともに、厳格な本人

確認および厳重な安全管理措置義務などの過大な負担を押し付ける運用となっている。 

マイナンバー制度については、国民へのメリットはいまだ限定的であり、他方事業者に

は、番号管理義務などの過大な負担を強いている。このような制度設計自体を見直し、先ず、

国民が安心して利用できる環境を整える必要がある。また、事業者に対しては、現在のよう

な厳重な管理義務を課す必要のない制度に改めるなどの対策を行う必要がある。 

このような環境が整うまではその利用及び利用範囲の拡大については慎重にすべきであ

る。 

 

【共通事項・その他】 

62. 社会保険診療報酬の所得計算の特例に関する制度を廃止すること（継続） 

一定の個人医院を営む医師等又は医療法人については、概算経費率を用いる「社会保険診

療報酬の所得計算の特例制度」が設けられているが、これは国民皆保険制度の定着のための

政治的な判断に税制が配慮したことに端を発して設けられた制度であり、当初の目的は既

に達成されているものと考えられる。すでに制度自体、その考え方は社会的経済的素地を失

っていると言える。また正確な記帳制度に基づく所得計算が原則であり、課税の公平の見地

からもこの特例は廃止すべきである。 

 

63. ＢＥＰＳ行動計画 12「タックスプランニングの義務的開示制度」については、日本の

納税者の経済活動の実態を踏まえて、慎重に検討すべきである（継続） 

多国籍企業のＢＥＰＳ（Base Erosion and Profit Shifting:税源浸食と利益移転）に対

応するための国際的な行動計画の一つとして、「タックスプランニングの義務的開示制度」

が取り上げられた。これは、税務当局による情報収集の拡充や納税者に対する牽制・抑止効

果等を目的としたものだが、日本においても、平成 29年度の税制改正大綱において、「中期

的に取り組むべき事項」として、「ＢＥＰＳプロジェクト」の最終報告書、諸外国の制度や

運営実態及び租税法律主義に基づく我が国の税法体系との関係等を踏まえ、我が国で制度

導入の可否を検討する」とされた。また、平成 28年度の政府税制調査会では、併せて、一

般的租税回避否認規定との関係についても言及されている。 

いずれにおいても、日本の納税者の経済活動の実態を踏まえた上で、過度の実務負担とな

らないようにすべきであるが、そもそも、我が国での制度導入の要否については慎重に検討

すべきである。 

 



 

34 

 

64. ふるさと納税を廃止すること（継続） 

（所法 78、地方法 37 条の 2、314 条の 7） 

個人住民税は、地方自治体が行う住民に地域の公共サービスに必要な経費を、住民が個人

の担税力に応じて広く負担するものである。 

ところが、ふるさと納税の現状を見ると、多くの国民が単に返礼品をもらいたいという目

的から地方の自治体へ寄附を行うため、返礼品の種類や実質返礼率により、自治体間の税収

格差が生じている。また、寄附を受けた自治体も返礼品の費用負担があるため、寄附受領額

の約３割が実質的に自治体の税収とならないだけでなく、事務処理やポータルサイト掲載

費用など新たな負担を生じせしめている。 

このような現状では、国民は個人住民税のそもそもの意義を見失い、寄附や納税と称して

単に消費活動を行っているに過ぎず、納税意識を高めることには繋がらない。税収も全体で

見ると返礼品や関連コスト分を減殺されてしまうことから、ふるさと納税制度は廃止すべ

きである。 

 

65. 源泉所得税の納期の特例について申請時の遡及適用を認めること（継続） 

（所法 183、216、217） 

源泉所得税に係る納期の特例は、その申請書を提出した月の翌月末日までに税務署長か

ら承認又は却下の通知がなければ、その申請書を提出した月の翌月末日に承認があったも

のとされ、その申請の翌々月の納付分からこの特例が適用されることになっている。そのた

め、新設と同時に申請してもその月は適用されないことになる。しかし、多くの中小零細企

業では、設立当初は税制に関して十分な知識が無く、設立時は多忙な時期でもある。そのた

め、源泉所得税の納期を逸し遅延するケースが多々見受けられる。 

従って、納期の特例の承認に関する申請については、開業の日又は設立の日から一定期間

内にその申請をした場合にはその申請した月からその開業の日又は設立の日の属する月ま

で遡及して適用する制度と改めるべきである。 

 

66. 印紙税を廃止すること（継続） 

（印紙法） 

印紙税は経済取引の上で発生する経済的利益が表現された課税文書に課税することとし

ているが、電子媒体を利用した商取引の増加やペーパーレス化により課税文書として印紙

税を課す根拠が不明確・不合理となっている。 

また、電子媒体を利用した商取引化が進む大規模法人と電子化が普及していない中小零

細企業で印紙税の負担に不公平が生じている。 

従って、このような不合理を是正するために印紙税を廃止すべきである。 
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67. e-Tax に接続障害が生じた場合の法整備をすること（新規） 

昨今の税制改正において、大法人の電子申告義務化や、65 万円の青色申告特別控除適用

要件に電子申告が含まれるなど、国税電子申告・納税システム（以下「e-Tax」という）に

よる電子申告の推進が行われてきた。 

しかし、令和４年確定申告期限の前日にアクセスが集中したという理由で e-Tax の接続

障害が発生した。このような障害が起こった場合に備えておくべき法整備が行われておら

ず、国税庁からの発表を待って対応したため、納税者が混乱した。 

今後益々我が国において電子化が進む中、納税者が安心して利用できる制度を構築する

必要がある。従って、e-Tax に接続障害が生じた場合には、申告書・申請書・届出書の提出

期限を即日に一律延長とするよう、有事の際の規定の法整備をすべきである。 

また申告期限を遵守する対応をした納税者が不利な扱いを受けぬよう、やむを得ず電子

申告ができなかった場合の宥恕規定を設けるべきである。 
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